
  

一 

児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
□
案
□ 

□
趣
旨
□ 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
□
物
価
の
高
騰
等
に
よ
り
児
童
扶
養
手
当
□
児
童
扶
養
手
当
法
□
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八

号
□
第
四
条
第
一
項
の
児
童
扶
養
手
当
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
の
支
給
を
受
け
る
者
の
家
庭
が
経
済
的
に
困
難
な
状
況
に

直
面
し
て
い
る
こ
と
□
所
得
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
の
制
限
に
よ
り
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
る
者
の
就
労
の

抑
制
が
生
じ
て
い
る
こ
と
等
に
鑑
み
□
児
童
の
福
祉
の
一
層
の
増
進
を
図
る
と
と
も
に
□
受
給
資
格
者
□
同
法
第
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
受
給
資
格
者
を
い
う
□
第
三
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
就
労
を
促
進
す
る
た
め
□
児
童
扶
養
手
当
の
額
の
増

額
等
を
す
る
と
と
も
に
□
所
得
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
の
制
限
を
緩
和
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
定
め
る

も
の
と
す
る
□ 

□
児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
改
正
□ 

第
二
条 

児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

第
五
条
第
一
項
中
□
四
万
千
百
円
□
を
□
次
項
に
規
定
す
る
基
礎
額
及
び
同
項
に
規
定
す
る
加
算
額
を
合
計
し
た
額
□
に

改
め
□
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 



 

二 

２ 

基
礎
額
は
□
第
四
条
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
児
童
で
あ
つ
て
□
父
が
監
護
し
□
か
つ
□
こ
れ
と
生
計
を
同
じ
く
す

る
も
の
□
母
が
監
護
す
る
も
の
又
は
養
育
者
が
養
育
す
る
も
の
□
以
下
□
監
護
等
児
童
□
と
い
う
□
□
一
人
に
つ
き
一
万

円
と
し
□
加
算
額
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
□
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
□ 

一 

監
護
等
児
童
が
一
人
で
あ
る
場
合 

四
万
八
千
五
十
円 

二 

監
護
等
児
童
が
二
人
以
上
で
あ
る
場
合 

監
護
等
児
童
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当

該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額
を
合
計
し
た
額 

イ 

監
護
等
児
童
の
う
ち
の
一
人 

前
号
に
定
め
る
額 

ロ 

イ
の
監
護
等
児
童
以
外
の
監
護
等
児
童 

一
万
千
三
百
五
十
円 

第
五
条
の
二
第
一
項
中
□
基
本
額
に
□
を
□
基
礎
額
□
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
礎
額
を
い
う
□
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
□
□
に
□
に
改
め
□
□
以
下
□
の
下
に
□
こ
の
項
に
お
い
て
□
を
加
え
□
□
平
成
五
年
□
を
□
令
和
七
年
□
に
□

□
基
本
額
の
□
を
□
基
礎
額
の
□
に
□
□
基
本
額
を
□
を
□
基
礎
額
を
□
に
改
め
□
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

２ 

前
項
の
規
定
は
□
前
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
額
及
び
同
項
第
二
号
ロ
に
定
め
る
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
□ 

第
九
条
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 



  

三 

こ
の
場
合
に
お
い
て
□
手
当
の
一
部
を
支
給
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
□
当
該
支
給
し
な
い
額
は
□
第
五
条
第
二
項
に

規
定
す
る
加
算
額
に
相
当
す
る
額
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
□ 

第
九
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

２ 

前
項
の
所
得
に
は
□
受
給
資
格
者
が
母
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
そ
の
監
護
す
る
児
童
の
父
か
ら
当
該
母
が
支
払
を

受
け
た
当
該
児
童
の
養
育
に
必
要
な
費
用
に
係
る
所
得
を
□
受
給
資
格
者
が
父
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
そ
の
監
護
し
□

か
つ
□
こ
れ
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
児
童
の
母
か
ら
当
該
父
が
支
払
を
受
け
た
当
該
児
童
の
養
育
に
必
要
な
費
用
に
係
る

所
得
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
□ 

□
所
得
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
の
制
限
を
緩
和
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
□ 

第
三
条 

政
府
は
□
受
給
資
格
者
の
就
労
を
促
進
す
る
等
の
観
点
か
ら
□
所
得
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
の
制
限
を
緩
和

す
る
た
め
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
□ 

附 

則 

□
施
行
期
日
□ 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
□
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
第
一
条
及
び
第
三
条
並
び
に
附
則
第
四
条
及
び
第



 

四 

五
条
の
規
定
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

□
児
童
扶
養
手
当
の
額
及
び
支
給
の
制
限
に
関
す
る
経
過
措
置
□ 

第
二
条 
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
扶
養
手
当
法
□
次
項
に
お
い
て
□
新
法
□
と
い
う
□
□
第
五
条
□
第
五
条
の

二
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
九
条
第
一
項
の
規
定
は
□
令
和
八
年
十
月
以
降
の
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
に
つ
い

て
適
用
し
□
同
年
九
月
以
前
の
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
□
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
□ 

２ 

新
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
□
令
和
八
年
以
降
の
年
の
所
得
に
つ
い
て
適
用
し
□
令
和
七
年
以
前
の
年
の
所
得
に
つ
い

て
は
□
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
□ 

□
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
□ 

第
三
条 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
□ 

□
政
令
へ
の
委
任
□ 

第
四
条 

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
□
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
□
政
令
で
定
め
る
□ 

□
検
討
□ 



  

五 

第
五
条 

政
府
は
□
児
童
の
属
す
る
世
帯
で
こ
れ
に
属
す
る
者
の
所
得
の
合
計
額
が
所
得
に
よ
り
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
の
全

部
が
制
限
さ
れ
る
額
未
満
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
□
ひ
と
り
親
世
帯
で
な
い
た
め
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
対
象
と
な
ら
な

い
世
帯
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
□
当
該
世
帯
に
お
い
て
育
成
さ
れ
る
児
童
の
心
身
の
健
や
か
な
成
長
に
寄
与
す
る
た
め
の
手
当

の
創
設
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
□
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
□
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
□ 

□
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
□ 

第
六
条 

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
□ 

 
 

第
十
六
条
中
□
基
本
額
□
を
□
基
礎
額
□
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
礎
額
を
い
う
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
□

に
改
め
□
□
の
額
□
と
□
の
下
に
□
□
□
令
和
七
年
□
と
あ
る
の
は
□
平
成
五
年
□
と
□
□
基
礎
額
の
□
と
あ
る
の
は
□
特

別
児
童
扶
養
手
当
の
額
の
□
と
□
□
の
基
礎
額
□
と
あ
る
の
は
□
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
額
□
と
□
を
加
え
る
□ 

□
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
□ 

第
七
条 

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 



 

六 

附
則
第
九
十
七
条
第
二
項
中
□
基
本
額
□
を
□
基
礎
額
□
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
礎
額
を
い
う
□
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
□
□
□
に
改
め
□
□
の
額
□
と
□
の
下
に
□
□
□
令
和
七
年
□
と
あ
る
の
は
□
平
成
五
年
□
と
□
□
基
礎
額
の
□

と
あ
る
の
は
□
福
祉
手
当
の
額
の
□
と
□
□
の
基
礎
額
□
と
あ
る
の
は
□
の
福
祉
手
当
の
額
□
と
□
を
加
え
る
□ 



  

七 

理 

由 

 

物
価
の
高
騰
等
に
よ
り
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
る
者
の
家
庭
が
経
済
的
に
困
難
な
状
況
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
□
所

得
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
の
制
限
に
よ
り
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
る
者
の
就
労
の
抑
制
が
生
じ
て
い
る
こ
と
等

に
鑑
み
□
児
童
の
福
祉
の
一
層
の
増
進
を
図
る
と
と
も
に
□
受
給
資
格
者
の
就
労
を
促
進
す
る
た
め
□
児
童
扶
養
手
当
の
額
の

増
額
等
を
す
る
と
と
も
に
□
所
得
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
の
制
限
を
緩
和
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
定
め
る

必
要
が
あ
る
□
こ
れ
が
□
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
□ 





  

九 

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
費 

 

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
費
は
□
平
年
度
約
五
百
三
十
七
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
□ 


